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市指定給水装置
工事事業者 市排水設備

指定工事店

上下水道の宅内工事（新設・改造・撤去など）は、上水道は「市指定給水装置工事事業者」、下水道は「市
排水設備指定工事店」でなければ行うことができません。工事の際は、必ず市の指定を受けた業者
に依頼し、上下水道課に事前に申請をしてください。問 谷和原庁舎上下水道課（内線 5305,5308）

市が発行する市・県民税（特別徴収）お
よび法人市民税、料金、使用料などの納
付書について、３月 31 日㈫で東日本銀
行の窓口取り扱いが終了します。なお、
地方税統一QRコード（eL ‐QR）が印
字された固定資産税、軽自動車税、市・
県民税（普通徴収）および国民健康保険
税の納付書は、引き続き窓口で取り扱い
ます。また、口座振替（自動引落）は、
これまでどおりご利用できます。
４月１日㈬以降に窓口でお支払いの場合
は、市役所または下記の金融機関をご利
用ください。
▶窓口納付取扱金融機関（４月１日㈬以降）
筑波銀行、常陽銀行、茨城みなみ農業協
同組合、茨城県信用組合、水戸信用金庫、
結城信用金庫、中央労働金庫ならびに関
東各都県および山梨県のゆうちょ銀行・
郵便局　※ゆうちょ銀行・郵便局は、納
期限内に限ります。
問 伊奈庁舎収納課（内線 2401）

市税などの「東日本銀行」
窓口取り扱いが変更となります

マイナンバーカードをお持ちの方は、24
時間 365 日いつでも、マイナポータルか
ら「転出届の提出」と「転入予約（来庁
予定の申請）」ができます！　
仕事終わりや休日のすき間時間など、窓
口に行かずにオンラインで手続きできま
すので、ぜひご利用ください。
詳しくはデジタル庁ホーム
ページをご覧ください。
※届出内容に不備がある場合などは、来
庁が必要となる場合があります。
※転入先の市区町村における対面での転入届
などの手続きは、これまでどおり必要です。
※メンテナンスなどにより利用できない
場合があります。
問 みらい平市民センター 市民窓口課

（内線 9812）

引っ越し手続きは
マイナポータルで！

「急ぐ日も 足止め火を止め 準備よし」
３月１日㈰～７日㈯までの７日間、春季
全国火災予防運動が実施されます。この
運動は、火災が発生しやすい時期を迎え
るにあたり、火災予防の意識を高め、火
災の発生を予防し、生命・財産を守るこ
とを目的としています。

春季全国火災
予防運動

昨年２月に岩手県大船渡市で発生した大
規模林野火災によって、林野火災発生時
には大規模火災となる危険性が高く、消
火活動が困難な状態となることが再認識
されました。　
春は空気の乾燥が継続し、１年の中でも
特に風が強く吹く３～５月は火災拡大の
危険性が高まります。また人為的（たき火、
火入れ、ゴミの屋外焼却など）に発生す
る場合が多いことから、火災予防を徹底
する必要があります。
このことを踏まえ、火災予防条例の一部
改正に伴い、令和８年１月１日から個人
で行うたき火なども届出の対象となる場
合があります。詳しくは常総地方広域市
町村圏事務組合ホームページ
をご覧いただくか、消防署に
お問い合わせください。

林野火災を防ぐポイント
■事前の対策
〇枯れ草などのある火災が起こりやすい
場所では火を使わない。
〇乾燥・強風が見込まれる日は火を使わない。
〇建物などの近くでは実施しない。
〇消火に必要な水源を準備し完全に消火する。
〇火の使用中は目を離さずその場を離れない。
〇携帯電話を常に携行し、通報できる体
制をとる。
〇避難の方向を確認、退路を確保しておく。
■火災発生直後の行動
〇焼却行為が拡大したらすぐに 119番通
報しましょう。
〇消火が困難と判断したら安全な場所へ
避難しましょう。
■日ごろからの対策
〇消防団や自主防災組織などへ参加し、
地域の防災能力を高めましょう。
〇自宅周辺の消火栓や消火器の場所を確
認しておきましょう。
問 つくばみらい消防署 ☎ 0297 ‐ 58 ‐ 0111
谷和原出張所 ☎ 0297 ‐ 25 ‐ 3119
東部出張所 ☎ 0297 ‐ 52 ‐ 1190

お米の品質や収穫量に甚大な影響を与える
病害虫の被害を軽減するためには、畦

けいはん
畔や

休耕田などに生える雑草の除草や、育苗箱
施用剤の使用が効果的です。水田周辺の除
草などで病害虫の被害を防ぎましょう。
また、環境に配慮した農業を推進するた
め、ネオニコチノイドを含まない薬剤の
使用にご協力をお願いします。
問 谷和原庁舎産業経済課（内線 3103）

水田周辺の除草などで
病害虫の被害を防ぎましょう

薪ストーブや暖炉、
ペレットストーブな
どは、使い方を誤る
と煙やすすが大量に
飛散してご近所トラ
ブルの原因になります。使用する際は、
清掃と点検を行い、適切な管理をお願い
します。
現在、薪ストーブなどを使用している方、
これから設置を検討している方は、近隣
への配慮にご協力をお願いします。
薪ストーブの適正な使用方法や
注意事項について、詳しくは市
ホームページをご覧ください。
問 谷和原庁舎生活環境課（内線 3302）

薪ストーブや暖炉を
使う際にはご注意ください！
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